
 

 

 

 

 

 

 

荒川区職員ワーク・ライフ・バランス推進計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年３月 

荒 川 区 

 

 



 

 

1 

 

第１章 基本的な考え方について 

１ 目的 

この計画は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６

４号。以下「女性活躍推進法」という。）及び次世代育成支援対策推進法（平成１５年法

律第１２０号。以下「次世代育成支援法」という。）の趣旨に基づき、区民を幸せにする

システムの担い手である全ての職員が、自らの個性と能力を十分に発揮し、生きがいを

もって仕事に取組むための環境づくりを計画的に行うことにより、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現とより質の高い働き方ができるよう支援することを目的とする。 

 

２ 計画の位置付け 

この計画は、女性活躍推進法第１５条及び次世代育成支援法第１９条に基づく特定事

業主行動計画に位置付ける。 

   

３ 計画期間 

本計画は、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの５か年を計画期間と

する。 

 

４ 計画の進捗管理等 

本計画は、「荒川区男女共同参画社会推進委員会」において進捗管理・評価を実施する

ことにより、男女共同参画社会基本法及び女性活躍推進法に基づく荒川区全体の計画で

ある「荒川区男女共同参画社会推進計画」との整合を図るとともに、当該推進委員会及

び各所属が連携し、全庁一丸となって計画を推進していくものとする。 
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第２章 現状について 

計画目標及び具体的な取組の検討にあたり実施した、区における女性職員の職業生活に

おける活躍に関する状況の調査及び仕事と家庭の両立に関する職員アンケート（常勤職員

及び非常勤職員を対象に平成２７年３月実施）の結果を踏まえ、以下のとおり現状把握を

行った。 

 

１ 女性職員の状況 

（１）女性職員の採用割合 

平成２６年度における女性職員の採用割合は、常勤職員が６３．２％、非常勤職員

が７４．７％であり、現時点においても、全体的に女性職員の採用割合が高い状況に

ある。 

（２）女性職員の登用状況 

平成２７年４月現在の役職別の女性割合は、管理職が２１．２％（部長１６．７％、

課長２２．９％）、係長級が３８．４％（総括係長２８．２％、係長４２．２％）であ

り、管理職及び係長職の管理監督職全体では３４．９％である。 

（３）常勤職員の継続勤務年数の男女差 

平成２７年４月１日現在の常勤職員の継続勤務年数は、男性職員が１７．３年、女

性職員が１７．７年であり、男女に大きな差はない。 

２ 子育てに関する状況 

（１）出産・子育てに関する休暇の認知度 

出産・子育てに関する休暇の一部（出産支援休暇、子育て休暇等）については認知

度が４０％以下であり、職員への制度内容の周知が不十分な面がある。 

（２）育児休業取得についての不安 

育児休業を取得することについて、３１．２％の職員が、「担当業務への支障」、「復

帰後の職場や仕事の変化への対応」、「職場の理解」等を理由に不安を感じている。 

（３）男女別の育児休業取得状況 

平成２６年度における育児休業の取得率は、女性職員は常勤職員及び非常勤職員と

もに１００％、取得期間は常勤職員が平均１年２月、非常勤職員が平均８．０月、男

性職員は常勤職員が９．１％で取得期間が平均３.０月、非常勤職員の取得者はいなか

った。 
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（４）男性職員の出産支援休暇（配偶者出産休暇）等の取得状況 

平成２６年度において、常勤職員が対象となる「出産支援休暇（配偶者出産休暇）」

の取得率は９５．５％、常勤職員及び非常勤職員が対象となる育児参加のための「子

育て休暇」の取得率は常勤職員が５９．１％、非常勤職員が１００％、取得日数は常

勤職員が平均３．３日、非常勤職員が平均２．０日であり、常勤職員の「子育て休暇」

の取得率が低い。 

（５）男性の育児休業等の取得促進に必要なこと 

男性職員の育児休業や育児に関する休暇の取得を促進するためには、７４．０％の

職員が「職場の同僚の理解」、６０．０％の職員が、「上司の支援」、５９．０％の職員

が「職務分担の配慮、業務の応援体制の整備」、５２．９％の職員が、「男性職員本人

の意識改革」が必要と感じている。 

（６）仕事と家庭の両立支援のために必要な取組 

仕事と家庭の両立支援のために必要な取組として、６７．７％の職員が、「職場の理

解と協力が必要」、６５．５％の職員が、「各種支援制度の周知と意識啓発」と考えて

いる。 

３ 勤務の状況 

（１）時間外勤務の状況 

平成２６年度に時間外勤務の実績がある職員一人あたりの時間外勤務時間数は、常

勤職員が月平均７．９時間、非常勤職員が月平均２．８時間であるが、所属や個人に

よって時間外勤務の時間数に較差がある。 

時間外勤務の内容については、「緊急時や時間外の会議のために時間外勤務を行って

いる」職員は２２．４％、「年間を通じて恒常的に時間外勤務をしている」職員は１５．

７％、「繁忙期に集中的に時間外勤務を行っている」職員は１５．０％となっている。 

（２）時間外勤務削減の方策 

時間外勤務を削減するための現実的な対応策として、５２．４％の職員が、「課・係

単位での仕事のやり方や事務配分の見直し」を、２６．８％の職員が、「個々の職員が

積極的に時間外勤務を減らすよう心掛けること」が必要と考えている。 

（３）年次有給休暇の取得状況 

平成２６年度において、年次有給休暇（以下「年次休暇」という。）の一人あたりの

平均年間取得日数は、常勤職員が１３．２日、非常勤職員が１１．０日であるが、取

得日数が１０日未満の職員の割合は、常勤職員が４３．５％、非常勤職員４６．６％

であり、所属や個人によって取得日数に較差がある。 
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（４）年次休暇の取得環境 

年次休暇の取得について、７３．８％の職員が、「取得しやすい又はどちらかといえ

ば取得しやすい」と考えており、「取得しにくい」と考えている職員は１７・０％であ

る。また、取得をしやすくするためには、５８．５％の職員が、「課・係の中でのスケ

ジュールを調整する」、４６．８％の職員が、「個々の職員が積極的に年次休暇を取得

するよう心掛ける」、４１．８％の職員が、「上司が年次休暇の取得を呼びかけること

が必要」と考えている。 

４ 調査・アンケート結果を踏まえた取組の方向性 

（１）女性職員の活躍推進に向けた支援の方向性 

①女性職員の採用促進の取組 

・女性職員の採用割合は、現状においても高い状況にある。 

・今後も女性採用を促進するとともに、将来の管理職への登用も視野に入れた優秀

な女性職員を継続的に採用するため、ホームページや採用説明会等による広報・

啓発の取組を充実し、特別区職員を志す女性の増加を図っていく。 

②女性の登用促進の取組 

・管理監督者の女性職員の割合は、国が定める第４次男女共同参画基本計画におけ

る目標数値（※）と比較して概ね全体的に高いが、男性職員より低い状況にある

ことを踏まえ、「目標数値」を定め、計画的に改善を図っていく。 

※本庁部局長・次長相当職１０％程度、本庁課長相当職２０％、本庁課長補佐相

当職３０％、本庁係長相当職３５％（平成３２年度末まで） 

・女性職員の昇任意欲の向上のため、採用後からの計画的な人材育成や昇任に対す

る意識啓発を図るとともに、昇任や職務等への不安を解消するため、継続的な相

談体制の整備や昇任制度の見直しを行う。 

（２）仕事と家庭の両立のための環境整備に向けた方向性 

①男女の協力による子育て等の促進の取組 

・職場での女性の活躍を推進するために、男女が協力して子育てに取組むことが必要

となるが、男性職員については育児休業や子育て休暇の取得率が低い状況にあるこ

とを踏まえ、引き続き女性職員の育児休業取得を促進するとともに、男性職員につ

いては「目標数値」を定め、計画的に改善を図っていく。 

・男性職員が積極的に子育てを行えるよう、出産・子育てに関する休暇等の制度の周

知を図るとともに、子育てに対する男性職員の意識や周囲の理解を深めるための取

組を推進する。 
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・育児休業や介護のための長期休業の取得前から職場復帰までの不安を解消するため、

情報提供や研修等の継続的な取組を推進する。 

②仕事の質の向上に向けた取組 

・ワーク・ライフ・バランスを推進するためには、家庭や地域において活動できる時

間の確保が必要となるが、職場によっては時間外勤務が多い又は年次休暇の取得率

が低い状況にある。 

・一方、今後、さらに仕事量の増加、多様化が想定されており、従来の仕事のやり方

では、このような職場の状況の改善は見込めないことから、仕事の質を確保しつつ、

地域や家庭で活動する時間を確保するために、職場単位、個人単位で仕事のやり方

を見直し、効率性を上げるための取組を推進する。 
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第３章 計画目標について 

第２章の現状を踏まえ、今後、区が重点的、優先的に取組むべき課題について、以下

のとおり目標を定めるものとする。 

【目標１】女性職員のさらなる登用促進 

１ 管理職の女性職員の割合 

平成３２年度までに、管理職の女性職員の割合を、平成２７年度実績から３ポ

イント以上引き上げ、２４．５％以上にする。 

（平成２７年度の実績２１．２％） 

２ 係長職以上の女性職員の割合 

平成３２年度までに、係長職以上の女性職員の割合を、平成２７年度実績から

３ポイント以上引き上げ、３８％以上にする。 

（平成２７年度の実績３４．９％） 

【目標２】仕事と家庭の両立のための環境整備 

１ 男性職員の育児休業取得率 

平成３２年度までに、育児休業を取得する男性の常勤職員の割合を、平成２６

年度実績から５ポイント以上引き上げ、１５％以上にする。 

（２６年度実績９．１％） 

２ 男性職員の子育て休暇の取得率 

 平成３２年度までに、常勤職員の子育て休暇取得率を、平成２６年度実績から

３０ポイント以上引き上げ、９０％以上にする。 

(２６年度実績５９．１％) 

３ 時間外勤務の時間数 

平成３２年度までに、一人当たりの時間外勤務時間数を、平成２６年度実績か

ら１０％以上引き下げ、常勤職員は月平均 7 時間以下、非常勤職員は月平均２．

５時間以下にする。 

（平成２６年度実績 常勤職員７．９時間、非常勤職員２．８時間） 

４ 年次休暇取得率 

平成３２年度までに、年次休暇の取得日数が年１０日未満の職員の割合を、平

成２６年度実績から１０ポイント以上引き下げ、常勤職員は３０％以下に、非常

勤職員は３５％以下にする。 

（２６年度実績 常勤職員４３．５％、非常勤職員４６．６％） 



 

 

7 

 

第４章 目標達成に向けた取組について 

第３章に掲げた目標の達成を図り、女性活躍推進法及び次世代育成支援法の趣旨を実現

するため、以下の取組を積極的に実施していく。 

１ 女性職員の活躍推進に向けた支援 

（１）女性採用の促進の取組 

・大学等での採用説明会への女性職員の参加や区が実施するインターンシップへの

女子学生の参加促進、広報等の啓発を積極的に行うことにより、公務職場に対す

る女性の関心を高め、特別区職員を志す女性の一層の増加を図る。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

大学等での採用説明会へ

の女性職員の参加 
実施 実施 実施 実施 実施 

区が実施するインターン

シップ事業への女子学生

の参加促進 

実施 実施 実施 実施 実施 

ホームページ等を活用し

た女性職員の活躍の紹介 
実施 充実 充実 充実 充実 

（２）女性職員のキャリア形成支援及び計画的育成 

・若手女性職員を対象とした、結婚・出産・育児も視野に入れたキャリア形成支援

研修を実施し、キャリアプランの構築と現在から将来への中長期的なキャリアア

ップを支援することにより、計画的な人材育成を図る。 

・様々な専門的知識や教養を習得できる荒川区職員ビジネスカレッジ、大学院受講

助成事業、派遣研修への女性職員の参加を促進する。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

キャリア形成支援研修の

実施 
検討 実施 充実 充実 充実 

荒川区職員ビジネスカレ

ッジ等への女性職員の参

加促進 

実施 実施 実施 実施 実施 
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（３）相談体制等の充実 

・仕事と家庭を両立している女性職員をロールモデルとして紹介するとともに、女

性管理職・係長職との交流を行い、女性職員が安心して目標を持ってキャリアを

形成していくことができる環境づくりを行う。 

・女性の産業医及び臨床心理士を配置し、仕事等で悩みを抱える女性職員が気兼ね

なく相談ができる体制の充実を図る。 

・新規採用職員（常勤職員）の入区当初の様々な不安の解消を図るため、各職場に

おいて、社会人生活全般にわたる様々な相談等を行うことができる同性の先輩職

員（フレッシャーサポーター）を選任する。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

ロールモデルの紹介・女性

管理職・係長職との交流 
検討 実施 充実 充実 充実 

女性産業医・臨床心理士の

配置による相談体制の充

実 

実施 実施 実施 実施 実施 

同性のフレッシャーサポ

ーターの選任 
実施 実施 実施 実施 実施 

（４）管理職・係長職昇任時期の弾力的運用 

・管理職・係長職の昇任時期と、出産、育児、介護等のライフイベントの時期が重

なる職員の不安を解消するため、昇任選考合格者の昇任を猶予する運用を検討す

る。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

管理職・係長職への昇任猶

予の実施 
検討 実施 実施 実施 実施 

 

２ 仕事と家庭の両立のための環境整備 

（１）情報提供の充実 

仕事と家庭の両立に向けて、育児支援や介護支援のための休暇制度等の有効活用

や不安の解消を図るため、制度の紹介や育児・介護を経験した職員からの体験談や

アドバイスについて情報提供を行う。 
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取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

育児・介護支援制度活用の

ための情報提供 
実施 充実 充実 充実 充実 

育児・介護経験職員による

体験談やアドバイス等の

情報提供 

検討 実施 充実 充実 充実 

（２）男性職員の育児参加への意識啓発 

各職場において、男性職員の育児参加への理解と協力を深め、男性職員の育児休

業や子育て休暇の取得を促進するため、意識啓発に向けた研修や情報提供を行う。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

男性職員を対象とする子

育て支援講座の実施 
検討 実施 実施 実施 実施 

男性の育児参加促進のた

めの情報提供 
検討 実施 充実 充実 充実 

（３）育児休業等取得職員及び職場への支援 

・育児休業や介護休業を取得中の職員が抱える職場からの孤立感の軽減を図るため、

庁内報の送付等、職場の情報提供を定期的に行う。 

・育児休業等終了後の職場復帰に対する不安を軽減するため、区が実施する職員研

修の情報提供を行い、復帰前に、職員が希望する研修を受講する機会を設ける。 

・ライフスタイルに合わせて自分のペースに合わせて学べる通信教育コースの情報

提供を行うことにより、育児休業等を取得中の職員の自己啓発を促進し、円滑な

職場復帰を支援する。 

・長期の育児休業等を取得した場合は、職場の状況等を踏まえ、育休任期付職員や

臨時職員等の配置を弾力的に実施し、職場の負担の軽減を図る。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

育児休業等取得職員への

情報提供 
実施 充実 充実 充実 充実 

育児休業等取得職員への

研修受講機会の提供 
実施 実施 実施 実施 実施 

育児休業等取得職員の通

信教育受講促進 
実施 実施 実施 実施 実施 



 

 

10 

 

（４）職場の理解を深めるための支援 

・男女が協力して子育てや介護ができる職場環境を整備するためには、まずは管理

職・係長職がその意味を理解し、行動する必要があることから、管理職・係長職

を対象とした啓発のための研修を実施する。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

管理職・係長職を対象とす

る啓発研修の実施 
検討 実施 実施 実施 実施 

（５）仕事の見直しや効率化の取組の促進 

・仕事の質の向上とワーク・ライフ・バランスを推進するため、各職場において、

仕事の見直しや効率化の視点を常に意識し、仕事の実施方法や事務分担、スケジ

ュールの組み立て、組織内での情報共有の方法等の改善を図る取組を行う。 

 ・この取組の積極的な意識付けの手法として、全庁一斉のノー残業デー（定時退庁

日）や、各職場の状況に応じた職場単位（課又は係）のノー残業デーの弾力的な

設定、各職場における時間外勤務縮減の目標値の設定を行う。 

・また、年次休暇取得計画表の策定や職員本人や家族等の記念日となる日をメモリ

アル休暇の日として年次休暇を設定し、年次休暇の取得促進を図る。 

取組内容 28 年度 29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 

各職場における業務の効

率化の推進 
検討 実施 実施 実施 実施 

ノー残業デーの設定 
検討 

試行 
実施 実施 実施 実施 

各職場における時間外勤

務縮減のための目標値の

設定 

検討 実施 実施 実施 実施 

年次休暇取得計画表の策

定 
検討 実施 実施 実施 実施 

メモリアル休暇の設定 検討 実施 実施 実施 実施 

 



 

 

11 

 

３ 計画の推進に向けた体制整備 

（１）計画の周知 

本計画の内容について全職員が共有し、目標の達成に向けて組織全体で取組むこ

とができるよう、様々な機会を通じ、周知徹底を図っていく。 

（２）計画の推進に向けた進行管理体制 

本計画の目標達成に向け、「荒川区男女共同参画社会推進委員会」に定期的に進捗

状況を報告するとともに、各施策を効果的に実施するため、当該推進委員会の意見

及び各職場等からの意見を踏まえ、施策の見直しや新規施策の実施に、柔軟に取組

むものとする。 

（３）計画の推進に向けた全庁的な対応 

進捗が遅れている目標に対しては、各関係所管が連携し、改善に向けて、事務処

理方法、人員配置及び組織体制等について、職場の実情に適した総合的な見直しを

行っていく。 


